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(57)【要約】
【課題】ヘッドレスト等の取付場所及び取付方法を限定
することなく上縁部及び下縁部を比較的自由に使用する
ことができる背凭れを提供する。
【解決手段】背板６１の前面側に外装材６２を装着して
なる椅子１００の背凭れであって、外装材６２の上縁部
及び下縁部の少なくとも一方に、前記背板６１における
左右のコーナ部分の背面側を被う左、右のコーナ取付部
Ｃ１、Ｃ２を相互に離間させて設け、左のコーナ取付部
Ｃ１、Ｃ２と右のコーナ取付部Ｃ１、Ｃ２とを連結帯６
２ｂ２、６２ｃ２により接続、離脱可能に連結している
ことを特徴とする椅子１００の背凭れ６を提供する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
背板の前面側に外装材を装着してなる椅子の背凭れであって、外装材の上縁部及び下縁部
の少なくとも一方に、前記背板における左右のコーナ部分の背面側を被う左、右のコーナ
取付部を相互に離間させて設け、左のコーナ取付部と右のコーナ取付部とを連結帯により
接続、離脱可能に連結していることを特徴とする椅子の背凭れ。
【請求項２】
　前記コーナ取付部が、張地の内面に硬質板を添え設けたものである請求項１記載の椅子
の背凭れ。
【請求項３】
　前記外装材が、右のコーナ取付部と左のコーナ取付部との間に中間取付部が設けられて
おり、右のコーナ取付部、左のコーナ取付部と中間取付部とをそれぞれ連結帯により接続
、離脱可能に連結したものである請求項１又は２記載の椅子の背凭れ。
【請求項４】
　前記外装材が、その上縁部または下縁部の一方に、袋状の取付部を有している請求項１
、２又は３記載の椅子の背凭れ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドレスト等を取付可能な椅子の背凭れに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヘッドレストやハンガー等のオプション部材を取付可能な椅子の背凭れに使用す
る外装材において、特許文献１に示すように背板の上端部に掛けるための袋状の収容部を
備えているものが知られている。また同様に、背板の下端部に掛けるための袋状の収容部
を備えた外装材も周知である。このように、外装材の上縁部または下縁部が袋状であると
、背板に対する外装材の脱着が比較的容易であるために、背板のみで背凭れを構成する仕
様と、背板に外装材を着けて背凭れを構成する仕様とのいずれかを選択して使用すること
が可能となる。
【特許文献１】特開２００８‐１６８１５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、このようなものであると、椅子の背凭れにヘッドレスト、ハンガー等を取り付
ける場合や、背凭れに背支桿との取付部が設けられているものである場合には、それらの
取付場所や取付方法に応じて外装材に特別な設計が必要となっていた。例えば、特許文献
１においては、椅子の背凭れにハンガーを取り付けるために、袋状の外装材が掛かった背
凭れの上端部は取付部として使用できず、袋状の外装材の掛かっていない背凭れの背面に
取付部を有する態様を採らざるを得ない。このようにヘッドレスト、ハンガー等のオプシ
ョン部材の取付場所によって外装材の形状を一意に決めなければならないという問題があ
った。
【０００４】
　そこで本発明は上記のような課題に着目したものであり、ヘッドレスト等の取付場所及
び取付方法を限定することなく上縁部及び下縁部を比較的自由に使用することができる背
凭れを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上のような課題を解決するためになされた本発明に係る椅子の背凭れは、背板の前面
側に外装材を装着してなる椅子の背凭れであって、外装材の上縁部及び下縁部の少なくと
も一方に、前記背板における左右のコーナ部の背面側を被う左、右のコーナ取付部を相互
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に離間させて設け、右のコーナ取付部と左のコーナ取付部とを連結帯により接続、離脱可
能に連結していることを特徴とする。
【０００６】
　このようなものであれば、連結帯により左、右のコーナ取付部が接続、離脱可能に連結
されているため比較的容易に背板に対して外装材を着脱可能とすることができる。外装材
の上縁取付部に左、右のコーナ取付部を有していれば、背板の上端部のヘッドレスト、ハ
ンガー等のオプション部材を取り付ける取付場所や取付方法によって外装材の形状を変更
することなく外装材を使用することができる。また、外装材の下縁取付部に左、右のコー
ナ取付部を有していれば、背板の下端取付部の取付場所や取付方法によって外装材の形状
を変形することなく外装材を使用することができる。
【０００７】
　さらに、コーナ取付部が、張地の内面に硬質板を添え設けたものであれば、張地のコー
ナ部の形状を一定に保つことができるので、背板のコーナ部への取付が容易となる。また
、コーナ部の外観を良好なものとすることができるとともに、外装材のコーナ取付部にお
ける強度を確保することができる。
【０００８】
　また、外装材が、右のコーナ取付部と左のコーナ取付部との間に中間取付部をさらに設
けており、右のコーナ取付部、左のコーナ取付部と中間取付部とをそれぞれ連結帯により
接続、離脱可能に連結したものであれば、背板の上端部または下端部に取り付けられ得る
取付部材の形状及び取付方法の影響を受けにくいため、背凭れの上縁部及び下縁部を比較
的自由に使用することができる。また、中間取付部の存在によりコーナ部以外の場所でも
外装材が背板に取り付けられることとなり、外装材の背板への接着具合が良好になる。
【０００９】
　さらに外装材が、その上縁部または下縁部のいずれかに一方に上記コーナ取付部を有し
ており、他方に袋状の取付部を有しているものであれば、その上端部または下端部におい
てオプション部材の取付や取付部材の設置を行わない椅子の背凭れに、比較的容易に外装
材の端部を掛け止めることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ヘッドレスト等の取付場所及び取付方法を限定することなく上縁部及
び下縁部を比較的自由に使用することができる背凭れを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明をシンクロチルト式の事務用回転椅子１００に適用した場合の一実施形態
につき、図面を参照して説明する。
【００１２】
　この椅子１００は、図１ないし図４に示すように、脚１と、この脚１の上部に支持され
水平旋回可能な支持基部２と、この支持基部２の上に配された座受３と、この座受３に保
持された座４と、前記座受３下方から左右上方に延びて設けられた肘掛け１０と、前記支
持基部２に後傾動作可能に設けられた背支持体５と、この背支持体５に取り付けられた背
凭れ６と、この背凭れ６の上端部に着脱可能に設けられるヘッドレスト８とを具備してな
る。
【００１３】
　前記脚１は、脚ベース１１と、脚ベース１１の中心部に設けられた脚支柱１２とを備え
てなる。前記脚ベース１１は、中心部に設けたハブ１１ａから脚羽根１１ｂを放射状に突
出させて設けたもので、前記脚羽根１１ｂ先端にキャスター１１ｃをそれぞれ設けている
。前記脚支柱１２は、ガススプリングを主体に構成されたもので、上下方向に弾性的に伸
縮し、所望位置でロックすることができるようにした通常のものである。
【００１４】
　前記支持基部２は、前記脚支柱１２の上端部に取り付けられたハウジング２１と、この
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ハウジング２１に剛結され前記背支持体５を後傾動作可能に支持する主軸２２と、前記ハ
ウジング２１内に設けられ前記背支持体５の後傾動作に対して反発力を発生させる傾動反
力発生機構（図示せず）とを具備してなる。前記傾動反力発生機構は、コイルスプリング
やガススプリング等を用いた通常のものであるため、説明を省略する。
【００１５】
　前記座受３は、前記座４を保持するシェル状のもので、その前端側が前記支持基部２に
前後動可能に取り付けられているとともに、その後端側が前記背支持体５の基端部に支持
されている。
【００１６】
　前記肘掛け１０は、前記座受３に取り付けられた肘支柱１０１と、前記肘支柱１０１の
上端部に設けられた肘当て１０２とを具備してなる。左右の肘掛け１０は、左右対称形状
をなしている。
【００１７】
　前記背支持体５は、前記支持基部２の主軸２２に後傾動作可能に支持された背支桿５１
と、この背支桿５１の上端部に取り付けられた弾性横桿５２とを具備してなる。前記背支
桿５１は、基端部を前記支持基部２の主軸２２に取り付けた下部背フレーム５１ｂと、こ
の下部背フレーム５１ｂの先端に結合した上部背フレーム５１ａとを備えている。前記下
部背フレーム５１ｂは、金属製のもので、その外側がカバー５３により覆われている。そ
のカバー５３の外面は、前記上部背フレーム５１ａの外面に連続するように位置づけられ
ている。前記上部背フレーム５１ａは、合成樹脂により一体成形されたもので、その上方
は二股に分岐されている。前記弾性横桿５２は、中間部二箇所を前記背支桿５１の上端部
に支持させた板ばね状のもので、その両端部で前記背凭れ６を支えている。
【００１８】
　前記背凭れ６は、背板６１を主体に構成されたものであり、この背板６１の前面に着脱
可能に添え設けられた前当部材６３と、これら背板６１または前当部材６３の前面に脱着
可能に設けられた外装材６２とを備えてなる。前記背板６１は、背板本体６１ａとこの背
板本体６１ａの左右両側部に設けた側端取付部６１ｃと、前記背板本体６１ａの下端部に
設けた下端取付部６１ｂとを具備してなるもので、前記側端取付部６１ｃを前記弾性横桿
５２の両端部に接続するとともに、前記下端取付部６１ｂを前記背支桿５１の下部背フレ
ーム５１ｂに取り付けている。
【００１９】
　前記背板本体６１ａは、合成樹脂により作られたもので、孔６１ｄを有しない周縁枠部
６１ａ１と、この周縁枠部６１ａ１に囲まれた中間面部６１ａ２とを具備してなる。前記
中間面部６１ａ２は、複数の孔６１ｄを設けた樹脂メッシュ領域Ｍと、孔６１ｄを有しな
い樹脂シェル領域Ｓとを備えたもので、その樹脂メッシュ領域Ｍと樹脂シェル領域Ｓとを
交互に配置している。具体的には、前記中間面部６１ａ２の樹脂シェル領域Ｓは、水平な
ベルト状のもので前記周縁枠部６１ａ１の対向部位を連結するように配されている。ベル
ト状をなす前記樹脂シェル領域Ｓは、上下方向に間隔を開けて複数本平行に配されており
、これら樹脂シェル領域Ｓ間及び樹脂シェル領域Ｓと周縁枠部６１ａ１との間に前記樹脂
メッシュ領域Ｍがそれぞれ形成されている。前記樹脂メッシュ領域Ｍは、前記樹脂シェル
領域Ｓよりも薄肉に形成されており、貫設された複数の円形の孔６１ｄを有している。す
なわち、前記樹脂シェル領域Ｓの前面と前記樹脂メッシュ領域Ｍの前面とは面一に形成さ
れている一方、前記樹脂メッシュ領域Ｍの背面は、前記樹脂シェル領域Ｓの背面よりも凹
んで設けられている。
【００２０】
　以下、図５ないし図８を参照して説明する。ここで図５は、図２における背板本体６１
ａの前面に設けられた外装材６２及び前当部材６３を取り外した状態の椅子１００の斜視
図である。また、図６は、図４におけるＡ‐Ａ線に沿う拡大断面図、具体的にはヘッドレ
スト８から背板本体６１ａにかけてヘッドレスト８の後脚部８１ｃの幅方向中心を通過す
るように垂直に切断した断面図を表す。図７は、ヘッドレスト８及び前当部材６３を装着
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しない場合に外装材６２が取り付けられる様子を表した断面図、及び図８は、背板６１に
取り付けられるヘッドレスト８、前当部材６３及び外装材６２の分解斜視図を表す。
【００２１】
　前記前当部材６３は、前記背板６１と同じ合成樹脂により一体に形成されており、背板
６１を介してヘッドレスト８の後脚部８１ｃと接続される部材本体６３ａと、この部材本
体６３ａの上方に連続して設けられ前記外装材６２の上端を掛けるための掛け止め縁部６
３ｂとを具備してなる。前記前当部材６３の前面は面一である一方、その背面は前記部材
本体６３ａが掛け止め縁部６３ｂに比べて突出しており、この突出した部分は前記背板６
１の前面に沿った形状を有しているため、前記部材本体６３ａは、前記背板６１の前面に
脱着可能に添えて設けられる。また、前記部材本体６３ａには左右１ヶ所ずつ、後述する
ヘッドレスト８の２本の後脚部８１ｃに対応する部分に前後に貫通するねじ孔６３ａ１が
設けられている。前記掛け止め縁部６３ｂは、隙間を介して背板６１の上縁部に対面し、
その上縁部及び左右側縁上部が前記背板６１の上端部及び左右側縁と同様の形状をなして
いる。
【００２２】
　前記外装材６２は、クッション及び張地等を縫い合わせて一体に作られており、背板６
１前面を覆う外装材本体６２ａと、この外装材本体６２ａの上方に設けられ、前記背板６
１の周縁枠部６１ａ１上端縁または前記前当部材６３の掛け止め縁部６３ｂに掛けられる
上縁取付部６２ｂと、前記外装材本体６２ａの下方に設けられ、前記背板６１の周縁枠部
６１ａ１下端縁における左右コーナ部に掛けられる左、右のコーナ取付部Ｃ２、Ｃ２とを
具備してなる。
【００２３】
　前記外装材本体６２ａは、前記背板６１の周縁枠部６１ａ１の外周縁に沿った形状であ
る。前記上縁取付部６２ｂは、前記外装材本体６２ａの上部に対応した形状をなす１枚の
張地が、前記外装材本体６２ａの上方に重なって設けられ、それらの上縁部が縫い合わさ
れていることにより、下向きの開口を有する袋状をなしている。前記左、右の下縁コーナ
取付部Ｃ２、Ｃ２は、前記外装材本体６２ａの下部に対応した左右２枚の対をなす張地が
、前記外装材本体６２ａの下方左右にそれぞれに重なって設けられ、それらの下縁部が縫
い合わされることにより、それぞれ右上方、左上方に開口を有している。前記下縁コーナ
取付部Ｃ２、Ｃ２は袋状とはなっておらず、これら左右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２の
間には、背板６１の下端取付部６１ｂに対応する部分にスリット６２ｃ１が設けられてい
るような状態となっている。前記スリット６２ｃ１部分の上方、すなわち左右の下縁コー
ナ取付部Ｃ２、Ｃ２における上端部分には、それら２つの下端コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２を
接続、分離可能に連結するための連結帯６２ｃ２が設けられている。連結帯６２ｃ２は、
左の下縁コーナ取付部Ｃ２に取着された左バンド６２ｃ２１と、右の下縁コーナ取付部Ｃ
２に取着けされた右バンド６２ｃ２２と、これら両バンド６２ｃ２１、６２ｃ２２を着脱
可能に結合する図示しない止着要素とを具備してなる。前記右バンド６２ｃ２２は、止着
要素として弾性変形可能な凸部を有しており、前記左バンド６２ｃ２１は、前記凸部に対
応する凹部を有しており、これら凸部と凹部が係わり合うことによって、両バンド６２ｃ
２１、６２ｃ２２が左右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２の離間距離に応じて所望の位置で
止着され得る。また、左右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２の張地の内面には、硬質板であ
るアクリル板Ｃ３をそれぞれ添え設けている。
【００２４】
　前記ヘッドレスト８は、前記背板６１に着脱可能に取付部分を設けられたベース８１と
、このベース８１に支持され使用者の頭部を支えるヘッドレスト本体８２とを具備してな
る。
【００２５】
　前記ベース８１は、合成樹脂により一体に形成されており、前記ヘッドレスト本体８２
に取り付けられるベース本体８１ａと、このベース本体８１ａから下方に延びる４本の前
脚部８１ｂと、この前脚部８１ｂと平行に前記ベース本体８１ａから下方に延びる２本の
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後脚部８１ｃとを具備してなる。２本の後脚部８１ｃは左右対称に設けられ、それぞれそ
の下部に、前記背板６１に設けられた段部６１ａ３に係わり合わせるための係わり合い部
８１ｃ１を有している。前記後脚部８１ｃの背面は面一に形成されている一方、その前面
は、前記係わり合い部８１ｃ１として後脚部８１ｃの上部よりも肉厚なものとしており、
ヘッドレスト８にかかる荷重を支えている。さらに、それらの係わり合い部８１ｃ１にお
ける前記前当部材６３に設けられたねじ孔６３ａ１に対応した場所に、凹部８２ｂ１が設
けられ、この凹部８２ｂ１に金属製のインサートナットＮが成型されている。
【００２６】
　前記ヘッドレスト本体８２は、前記ベース８１と一体に形成され前記ベース本体８１ａ
の上方から連続する合成樹脂製のバックプレート８２ａと、このバックプレート８２ａの
前面及び背面を覆うクッション及び張地から成る外装材本体８２ｂとを具備する。当該外
装材６２は、椅子１００の座４や背凭れ６に用いられる外装材本体６２ａと同様の材質や
色彩とすることが好ましい。
【００２７】
　本実施形態では、前記背板６１にヘッドレスト８のベース８１を着脱可能に係わり合わ
せることによりヘッドレスト８を取り付けるようにしている。具体的には、前記背板６１
に設けられた段部６１ａ３にヘッドレスト８の後脚部８１ｃを弾性変形を利用して着脱可
能に係わり合わせ、さらに前記前当部材６３と後脚部８１ｃの係わり合い部８１ｃ１とを
用いて前記背板６１を前後に挟み、前記前当部材６３の前方から後脚部８１ｃまで貫通さ
せたねじＢにより緊締結合させている。
【００２８】
　次に、前記ヘッドレスト８の背板６１への取り付け及び取り外しの際の操作及び各部の
作用を示す。
【００２９】
　すなわち本実施例に係るヘッドレスト８の取り付けは、ヘッドレスト８が取り付けられ
る背板６１が、周縁枠部６１ａ１とその周縁枠部６１ａ１に囲まれる中間面部６１ａ２と
の境界に段部６１ａ３を有し、その中間面部６１ａ２に複数の孔６１ｄを有する樹脂メッ
シュ領域Ｍと孔６１ｄを有しない樹脂シェル領域Ｓとを備え、前記背板６１の背面におけ
る中間面部６１ａ２の樹脂メッシュ領域Ｍと樹脂シェル領域Ｓとの境界にも段部６１ａ３
が形成されているものを用いて、まず、背板６１の上縁部に向かってヘッドレスト８の前
脚部８１ｂと後脚部８１ｃとが前記背板６１を挟み込むように上方から装着する。
【００３０】
　次に、前記背板６１の段部６１ａ３に、前記ベース８１を構成している部材や背板６１
を構成している部材の一時的な弾性変形を利用して係わり合い部８１ｃ１を係わり合わせ
る。その際、前記係わり合い部８１ｃ１はその上端部が周縁枠部６１ａ１と中間面部６１
ａ２の樹脂メッシュ領域Ｍとの境界に係わり合い、その下端部が樹脂メッシュ領域Ｍと樹
脂シェル領域Ｓとの境界に係わり合うことで、上下方向に一定以上の力が加わらない限り
ヘッドレスト８を抜け止めし得る構成としている。
【００３１】
　さらに、前記ヘッドレスト８を装着した背板６１の前面に前当部材６３、具体的には前
当部材６３の部材本体６３ａが背板６１に接するように添えられることで、背板６１を挟
んでヘッドレスト８及び前当部材６３が配置されることになる。その後、その前当部材６
３に設けられた２ヶ所のねじ孔６３ａ１に前当部材６３の前面からねじＢを差し込み、樹
脂メッシュ領域Ｍに設けられた孔６１ｄを通って後脚部８１ｃに設けられたインサートナ
ットＮまで貫通させねじ止めする。これにより、前当部材６３、背板６１及びヘッドレス
ト８が緊締結合される。
【００３２】
　一方、前記ヘッドレスト８を背板６１から取り外す際には、ねじ止めを解除するととも
に、前当部材６３を取り外し、前記ヘッドレスト８の係わり合い部８１ｃ１を前記背板６
１から離間させるように後脚部８１ｃに力を加え、係わり合い部８１ｃ１と段部６１ａ３
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との係わり合いを解除させる。そして、その状態でヘッドレスト８を上方に移動させるこ
とにより取り外し操作を行う。
【００３３】
　以上のような前記ヘッドレスト８の背板６１への取り付け及び取り外しの操作をするこ
とにより、本実施例に係る椅子１００の仕様として以下の３つが考えられる。
【００３４】
　１つ目の仕様（以下、「第一仕様Ｘ」と呼ぶ。）は、図９に示すように前記背板６１の
みで背凭れ６を構成する。つまり、外装材６２、ヘッドレスト８及び前当部材６３のいず
れも装着することなく、背板６１のみで背凭れ６を構成する。よって、この第一仕様Ｘに
おいては、前記背板６１の樹脂シェル領域Ｓ及び樹脂メッシュ領域Ｍ及びこれらに設けら
れた凹部８２ｂ１や孔６１ｄによって形成される模様が見える。
【００３５】
　２つ目の仕様（以下、「第二仕様Ｙ」と呼ぶ。）は、図１０に示すように、前記背板６
１の前面に外装材６２を取り付けた状態、具体的には、外装材６２の上縁取付部６２ｂを
該背板６１の上縁部に掛止させて構成する。第二仕様Ｙは、前記第一仕様Ｘにその背板６
１の前面を覆う外装材６２を装着したものであり、外装材６２を装着することでより使用
者の背中にフィットさせることができるとともに、外装材６２の色彩や模様によっては、
第一仕様Ｘの見た目とは異なる印象を与えることができる。つまり、第一仕様Ｘで視認で
きた樹脂シェル領域Ｓ及び樹脂メッシュ領域Ｍによって形成される模様は見えなくなる。
【００３６】
　３つ目の仕様（以下、「第三仕様Ｚ」と呼ぶ。）は、図２に示すように、前記背板６１
の上縁部に前記ヘッドレスト８を装着するとともに該背板６１の前面に外装材６２をその
上縁取付部６２ｂを前記前当部材６３に掛止させて構成する。第三仕様Ｚは、前記第一仕
様Ｘにヘッドレスト８及び前当部材６３を上述した取り付け方法によって取り付けた後、
背板６１下端部から前当部材６３の掛け止め縁部６３ｂにかけて外装材６２を装着したも
のであり、第二仕様Ｙで背板６１の上縁部に掛け止めていた外装材６２の上端取付部をそ
のまま前当部材６３の掛け止め縁部６３ｂに適用するものである。
【００３７】
　以上のような構成とすることにより、本実施形態に係る椅子１００の背凭れ６は、図１
１に示すように、背板６１の前面側に外装材６２を装着してなる椅子１００の背凭れ６で
あって、外装材６２の下縁部に、前記背板６１における左右のコーナ部分の背面側を被う
左、右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２を相互に離間させて設け、左の下縁コーナ取付部Ｃ
２と右の下縁コーナ取付部Ｃ２とを連結帯６２ｂ２により接続、離脱可能に連結している
ので、比較的容易に背板６１に対して外装材６２を着脱可能とすることができる。すなわ
ち、左右のバンド６２ｂ２１、６２ｂ２２を離脱させた状態で外装材６２を背板６１に装
着し、しかる後にバンド６２ｂ２１、６２ｂ２２同士を所望の緊張状態で接続することに
より外装材６２の装着が完了する。また、外装材６２の下縁取付部６２ｃに左、右の下縁
コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２を有しているので、背板６１の下端取付部６１ｂが背板６１の中
央下端部から一体に突出して設けられているものであるにもかかわらず、外装材６２を装
着することができる。さらに、同じ外装材６２を用いて、背板６１の下端取付部６１ｂを
有しない背板６１にも適用することができる。
【００３８】
　さらに、前記下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２が、張地の内面にアクリル板Ｃ３を添え設け
たものであるので、張地のコーナ部の形状を一定に保つことができ、背板６１のコーナ部
への取付が容易である。また、コーナ部の外観を良好なものとすることができるとともに
、外装材６２の下端コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２における強度を確保することができる。
【００３９】
　また、前当部材６３に上縁取付部６２ｂを掛け止めるようにしている本実施形態におい
ては、ヘッドレスト８の取付場所や取付方法の影響を受けずに外装材６２の形状を決定す
ることができるので、前記外装材６２の上縁取付部６２ｂを袋状として、背凭れ６に比較
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的容易に外装材６２の端部を掛け止めることができるようにしている。
【００４０】
　なお、本発明は以上に述べたような実施形態に限らず種々変更可能である。
【００４１】
　例えば、本発明に係る他の実施形態として、図１２に示すように、下縁取付部６２ｃの
みならず、上縁取付部６２ｂにも左、右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１を有するものが考
えられる。
【００４２】
　前記外装材本体６２ａは、前記背板６１の周縁枠部６１ａ１の外周縁に沿った形状であ
る。前記上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１は、前記外装材本体６２ａの上部に対応した左右２
枚の対をなす張地が、前記外装材本体６２ａの上方左右にそれぞれ重なって設けられ、そ
れらの上縁部が縫い合わされることにより、それぞれ右下方、左下方に開口を有している
。なお、前記上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１は袋状とはなっておらず、これら左右の上縁コ
ーナ取付部Ｃ１、Ｃ１の間には、背板６１のヘッドレスト８の後脚部８１ｃに対応する部
分にスリット６２ｂ１が設けられているような状態となっている。前記スリット６２ｂ１
部分の下方、すなわち左右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１における下端部分には、それら
２つの上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１を結合するための連結帯６２ｂ２が設けられている。
連結帯６２ｂ２は、左の上縁コーナ取付部Ｃ１に取着された左バンド６２ｂ２１と、右の
上縁コーナ取付部Ｃ１に取着けされた右バンド６２ｂ２２と、これら両バンド６２ｂ２１
、６２ｂ２２を着脱可能に結合する図示しない止着要素とを具備してなる。前記右バンド
６２ｂ２２は、止着要素として弾性変形可能な凸部を有しており、前記左バンド６２ｂ２
１は、前記凸部に対応する凹部を有しており、これら凸部と凹部が係わり合うことによっ
て、両バンド６２ｂ２１、６２ｂ２２が左右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１の離間距離に
応じて所望の位置で止着され得る。一方、下端取付部６１ｃにおいても、前記左、右の下
端コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２を有しており、それぞれ右上方、左上方に袋状となっていない
開口を有している。これら左右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２における上端部分には、そ
れら２つの下端コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２を結合するための結合帯６２ｃ２が設けられてい
る。連結帯６２ｃ２は、左の下縁コーナ取付部Ｃ２に取着された左バンド６２ｃ２１と、
右の下縁コーナ取付部Ｃ２に取着けされた右バンド６２ｃ２２と、これら両バンド６２ｃ
２１、６２ｃ２２を着脱可能に結合する図示しない止着要素を具備してなる。前記右バン
ド６２ｃ２２は、止着要素として弾性変形可能な凸部を有しており、前記左バンド６２ｃ
２１は、前記凸部に対応する凹部を有しており、これら凸部と凹部が係わり合うことによ
って、両バンド６２ｃ２１、６２ｃ２２が左右の下縁コーナ取付部Ｃ２、Ｃ２の離間距離
に応じて所望の位置で止着され得る。また、左、右コーナ取付部Ｃ１、Ｃ２の張地の内面
には、アクリル板Ｃ３をそれぞれ添え設けている。
【００４３】
　このようなものであれば、背板６１の前面側に外装材６２を装着してなる椅子１００の
背凭れ６であって、外装材６２の上端部及び下端部の両方に、前記背板６１における左右
のコーナ部分の背面側を被う左、右のコーナ取付部Ｃ１、Ｃ２をそれぞれ相互に離間させ
て設け、左のコーナ取付部Ｃ１、Ｃ２と右のコーナ取付部Ｃ１、Ｃ２とを結合帯６２ｂ２
、６２ｃ２により接続、離脱可能に連結しているので、比較的容易に背板６１に対して外
装材６２を着脱可能とすることができる。また、外装材６２の上縁取付部６２ｂにも左、
右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１を有しているので、背板６１の上端部にヘッドレスト８
を取り付ける仕様においても、外装材６２を装着することができる。さらに、同じ外装材
６２を用いて、ヘッドレスト８を取り付けていない仕様の背板６１にも適用することがで
きる。
【００４４】
　また、さらに他の実施例としては、図１３に示すように、外装材６２の上縁取付部６２
ｂに左、右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１を設け、さらに上縁中間取付部Ｃ１１を有する
ものが考えられる。
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【００４５】
　前記外装材本体６２ａは、前記背板６１の周縁枠部６１ａ１の外周縁に沿った形状であ
る。前記上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１は、前記外装材本体６２ａの上部に対応した左右２
枚の対をなす張地が、前記外装材本体６２ａの上方左右にそれぞれ重なって設けられ、そ
れらの上縁部が縫い合わされることにより、それぞれ右下方、左下方に開口を有している
。また、上縁中間取付部Ｃ１１は、前記左右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１の間に配置さ
れるほぼ矩形の１枚の張地が、前記外装材本体６２ａの上方中央に重なって設けられ、そ
れらの上縁部が縫い合わされることにより、左右と下方に開口を有している。なお、前記
上縁コーナ部Ｃ１、Ｃ１及び上縁中間取付部Ｃ１１は袋状とはなっておらず、これら左右
の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１と上縁中間取付部Ｃ１１との間には、ヘッドレスト８等の
オプション部材の取付部に対応する部分にスリット６２ｂ１、６２ｂ１が設けられている
ような状態となっている。前記スリット６２ｂ１、６２ｂ１部分の下方、すなわち左右の
上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１及び上縁中間取付部Ｃ１１における下端部分には、それら上
縁取付部６２ｂ同士を結合するための連結帯６２ｂ２が設けられている。連結帯６２ｂ２
は、左の上縁コーナ取付部Ｃ１に取着された左バンド６２ｂ２１と、右の上縁コーナ取付
部Ｃ１に取着けされた右バンド６２ｂ２２と、これら両バンド６２ｂ２１、６２ｂ２２を
着脱可能に結合する図示しない止着要素とを具備してなる。前記左右バンド６２ｂ２１、
６２ｂ２２及び上縁中間取付部Ｃ１１は、止着要素として面ファスナを有しており、左バ
ンド６２ｂ２１と中間取付部Ｃ１１、及び右バンド６２ｂ２２と中間取付部Ｃ１１とが面
ファスナによって左右の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１の離間距離に応じて所望の位置で止
着され得る。一方、下縁取付部６２ｃは、前記外装材本体６２ａの下部に対応した形状を
なす１枚の張地が、前記外装材本体６２ａの上方に重なって設けられ、それらの下縁部が
縫い合わされていることにより、上向きの開口を有する袋状をなしている。また、左、右
の上縁コーナ取付部Ｃ１、Ｃ１の張地の内面には、アクリル板をそれぞれ添え設けている
。
【００４６】
　このようなものであれば、前記外装材６２が、右の上縁コーナ取付部Ｃ１と左の上縁コ
ーナ取付部Ｃ１との間に上縁中間取付部Ｃ１１が設けられているので、ヘッドレスト８の
取付部を避けて外装材６２を背板に取り付けることができるとともに、上縁中間取付部Ｃ
１１の存在によりコーナ部以外の場所でも外装材６２が背板６１に取り付けられることと
なり、外装材６２の背板６１への接着具合が良好になる。さらに、同じ外装材６２を用い
て、ヘッドレスト８を取り付けていない仕様の背板６１にも適用することができる。
【００４７】
　また、下端取付部６１ｂを有していない本実施形態においては、下端取付部６１ｂの影
響を受けずに外装材６２の形状を決定することができるので、前記外装材６２の下縁取付
部６２ｃを袋状として、背凭れ６に比較的容易に外装材６２の端部を掛け止めることがで
きるようにしている。
【００４８】
　なお、前記中間取付部は、１枚に限らず複数枚であってもよい。また、背凭れ６の上縁
に限らず背支桿５１との取付部の位置や形状等によっては、中間部は、下端に設けてもよ
い。さらに、前記中間取付部、各コーナ取付部は外装材本体６２ａと一体に作られてもよ
い。
【００４９】
　以上、本実施形態について詳述したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、その他各部の具体的構成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態に係る椅子を示す後方斜視図。
【図２】同実施形態の前方斜視図。
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【図３】同実施形態の側面図。
【図４】同実施形態の背面図。
【図５】本発明の実施形態における外装材及び前当部材を外した状態を示す分解斜視図。
【図６】同実施形態に係る椅子を示すＡ‐Ａ線断面図。
【図７】同実施形態に係る椅子の第二仕様における図６に対応する断面図。
【図８】本発明の実施形態における外装材、前当部材及びヘッドレストを外した状態を示
す分解斜視図。
【図９】同実施形態に係る第一仕様の椅子を示す斜視図。
【図１０】同実施形態に係る第二仕様の椅子を示す斜視図。
【図１１】同実施形態に係る椅子の背凭れを示す背面図。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る椅子の背凭れを示す背面図。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態に係る椅子の背凭れを示す背面図。
【符号の説明】
【００５１】
　１００…椅子
　６…背凭れ
　６１…背板
　６２…外装材
　６２ｂ２、６２ｃ２…連結帯
　Ｃ１、Ｃ２…コーナ取付部
　Ｃ１１…中間取付部
　Ｃ３…硬質板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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